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地域クラブ活動に関する認定制度（イメージ案）の概要①

部活動の地域展開により創設される「地域クラブ活動」について、民間のクラブチーム等との区別や質の担保等
の観点から、国として、地域クラブ活動の定義・要件や認定手続等を示した上で、市町村等において認定を行う仕
組みを構築。

趣旨

国が示した要件、認定手続等に基づき、市町村等が、学校部活動を継承・発展させた生徒のスポーツ・文化芸術

活動として認定した活動を「認定地域クラブ活動」という。

定義・呼称

①地域クラブ活動の実施主体からの申請（運営団体でとりまとめて申請）、②地方公共団体による確認（必要に応じて

現地調査等を実施）、③地方公共団体による認定、④地方公共団体による認定後の指導助言等（必要に応じて認定取消し）

（※１） 基本的に市町村等が認定等を実施。都道府県立学校等に関する地域クラブ活動については都道府県が認定等を実施

国が示した要件に沿って、市町村等が自ら運営する地域クラブ活動については、認定したものとみなす

（※２） 運営団体は、各地域クラブ活動を統括するとともに、地域の実情に応じて、実施主体と協力して適切な指導体制や運営体制の確保、

安全の確保、学校等との連携に取り組む。

認定手続

地域クラブ活動の
実施主体

地方公共団体
（市町村等（※１））

①申請

②確認③認定

④指導助言等

地域クラブ活動の
運営団体（※２）

申請

統括・管理

第５回 部活動の地域展開・
地域クラブ活動の推進等に
関する調査研究協力者会議
（令和7年9月17日開催）

資料2－1
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地域クラブ活動に関する認定制度（イメージ案）の概要②

認定要件の概要

①市町村等による情報提供の促進 ②公的支援（財政支援、学校施設等の優先利用・使用料減免等）

③希望する教職員の兼職兼業 ④大会・コンクールへの円滑な参加 など

想定される認定の効果（メリット）

（※１）円滑な実施の観点から、一部の要件については一定期間の経過措置を設ける

事項 主な内容

①活動の目的・理念
・学校部活動が担ってきた教育的意義の継承・発展、生徒の豊かで幅広い活動機会の保障
・競技性や成果のみに偏重しない、広域からの生徒招集や参加者の選抜等をしない

②活動時間・休養日
・平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内
・週２日以上の休養日（原則、休日に週１日以上の休養日）を設定

③参加費等 ・活動の維持・運営に必要な範囲で可能な限り低廉な参加費等を設定(国が示す目安を踏まえる)

④指導体制
・暴言・暴力・ハラスメント等の不適切行為の防止徹底（DBSの活用を含む）
・市町村等が定める研修を受講し、登録された指導者等による指導

⑤安全確保
・生徒の健康状態や気温等の環境を考慮した適切な活動の実施
・施設・設備等の点検、緊急時の連絡体制整備、事故等が発生した場合の責任関係等の明確化
・怪我等を補償する保険及び個人賠償責任保険への加入（参加者、指導者等）

⑥運営体制
・関係法令の遵守、規約等の作成・公表、公正かつ適切な会計処理及び関係者への情報開示
・営利を主たる目的とせずに運営 ・大会等に参加する場合の運営への積極的な協力

⑦学校等との連携
・活動方針やスケジュール、生徒の活動状況等に関する情報共有
・学校施設の活用や教職員の兼職兼業に当たっての必要な連絡調整

（※２）別途、認定地域クラブ活動において期待される取組（新たな価値の創出）や体制等についても定める
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第５回 部活動の地域展開・
地域クラブ活動の推進等に
関する調査研究協力者会議
（令和7年9月17日開催）

資料2－2
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費用負担の在り方について

第５回部活動の地域展開・地域クラ
ブ活動の推進等に関する調査研究協
力者会議（令和7年9月17日開催）

資料４より抜粋
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実行会議最終とりまとめ（令和7年5月16日）における費用負担の在り方等に関する記載

Ⅰ 総論

３．今後の改革の方向性

（４）次期改革期間における費用負担の在り方等

○ 上記の方針等に基づき、地方公共団体において、地域の実情等に応じて安定的・継続的に地域展開の
取組が進められるよう、次期改革期間に向けて、受益者負担と公的負担とのバランス等の費用負担の在り方
等を検討する必要がある20。

○ その際、公的負担については国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要であることや、企業版ふるさと
納税やガバメントクラウドファンディング21をはじめとした寄附等の活用、民間企業との連携等、受益者負担と

  公的負担以外の新たな財源の確保等も有効に組み合わせていくことが重要であることについても留意する必
  要がある。

○ 特に、家庭の経済格差が生徒の体験格差につながることのないよう、経済的に困窮する世帯の生徒への
支援については確実に措置を行う必要がある。

○ なお、学校部活動の地域連携として行われている部活動指導員の配置は、学校における働き方改革の推
進及び質の高い指導の実現等のために重要な役割を担っているとともに、地域展開に至る前段階の取組とし
て実施している地方公共団体もあることから、次期改革期間においても一定の範囲で支援を行っていく必要
がある22。

20  受益者負担の水準については、自治体間で大きなばらつきが出ないようにするとともに、生徒の活動機会を保障する観点から、国において

金額の目安等を示すことを検討する必要がある。

21 地方公共団体が実施するクラウドファンディング。地方公共団体が抱える問題解決のために、寄附金の具体的な使途を明確化した上で、

ふるさと納税制度を活用した寄附を募る仕組み。

22 現状において、教師が部活動指導業務に従事せざるを得ない場合もあり、教師に対する部活動指導手当の在り方について留意が必要

であるとの意見もある。 20



調査研究協力者会議における議論の経緯・今後の予定（費用負担の在り方）

21

【議論の経緯】

●令和７年７月１４日 第２回 調査研究協力者会議
・地域クラブ活動に関する費用負担の在り方について①

（関連文書及び法律上の記載の紹介、自由討議）

●令和７年７月２８日 第３回 調査研究協力者会議

・地域クラブ活動に関する費用負担の在り方について②
（地域展開等に要する主な費用・受益者負担・民間からの寄附等の活用に関する意見交換）

●令和７年８月７日 第４回 調査研究協力者会議
・地域クラブ活動に関する費用負担の在り方について③
（受益者負担・民間からの寄附等の活用に関する意見交換）

【今後の予定】

●令和７年９月以降 調査研究協力者会議において更に議論を深める

 ●令和７年秋～冬頃 費用負担の在り方に関する全体像のとりまとめ



部活動の地域展開等に要する主な費用等

持続可能な形で安定的・継続的に取組が進められるよう、こうした諸費用について、①受益者負担、

②民間からの寄附等の活用、③公的負担を適切に組み合わせながら、対応していく必要。

１．地域クラブ活動の活動費・運営費

【経費の例】  指導者謝金、事務局人件費、旅費、消耗品費、会議費、保険料（指導者分・

参加者分）など

２．経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援

３．地方公共団体の体制整備等（都道府県分、市区町村分）

【取組の例】 コーディネーター配置、協議会の開催、人材バンクの設置、指導者研修の開催、

指導者資格取得への補助、ポータルサイトの運営、移動手段確保など

４．部活動指導員の配置

５．国における相談窓口の設置やアドバイザーの派遣等

部活動の地域展開等を円滑に進めるために要する主な費用
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【関連データ】 地域クラブ活動への参加費用等について

〇 地域クラブ活動への参加費用の実態（休日・月額）

調査名：学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査（令和６年）

調査時期：令和６年５月13日～６月７日

調査対象：47都道府県、1741市町村（特別区含む）、63事務組合

＜運動部＞回答数：399 ⇒ 月額3,000円未満が84％
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＜文化部＞回答数：161 ⇒ 月額3,000円未満が85％

49; 30%

55; 34%

34; 21%

9; 6%

8; 5%

6; 4%
①1,000円未満

②1,000円以上～2,000円未満

③2,000円以上～3,000円未満

④3,000円以上～4,000円未満

⑤4,000円以上～5,000円未満

⑥5,000円以上
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【公立中学校の学校教育費】
〇 現状の部活動等に関する費用の実態

調査名：令和５年度子供の学習費調査

調査対象：公立・私立の幼少中高の児童生徒等の保護者

有効回答：21,768人

調査項目：保護者が支出した子供一人/年 あたりの経費

教科外活動費（公立中学校）：27,315円/年（月額換算で2,276円）

※部活動以外に芸術鑑賞会、児童会・生徒会、林間学校等のために家庭が直接支出した経費を含む。

 

〇 地域クラブ活動への参加費用として保護者が妥当だと思う金額（休日・月額）

調査名：実証事業におけるアンケート調査

調査対象：実証事業において地域クラブ活動に参加した中学生の保護者

運動部回答数：5,174 ⇒ 月額3,000円以下が85％

～1,000円
34.3%

1,001円～2,000円
29.5%

2,001円～3,000円
21.4%

3,001円～4,000円
5.8%

4,001円～5,000円
4.4%

5,001円～6,000円
1.9%

6,001円～
1.0%

無回答
1.7%

（n=5174）

文化部回答数：956 ⇒ 月額3,000円未満が85％

1,000円未満

37.8%

1,000円以上

2,000円未満

27.2%
2,000円以上

3,000円未満

19.7%

3,000円以上4,000円未満

6.3%

4,000円以上

5,000円未満

5.1%

5,000円以上6,000円未満

2.9%

6,000円以上

1.0%

（n=956）



受益者負担（基本的な考え方・目安の示し方）

設定に当たっての基本的な考え方

①学校部活動に代わる公的な生徒のスポーツ・文化芸術活動における負担額として、適正な水準
とすること。

②家庭の経済状況に関わらず、希望する生徒が幅広く参加できるよう留意すること。

③公的負担とのバランス、持続可能な運営に留意すること。

④地方公共団体及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体の裁量を過度に縛らないこと。

⑤地域クラブ活動における参加費の実態や保護者の意向、現状の部活動等における負担額など
のデータを十分に踏まえること。

25

受益者負担の目安の示し方

●地域クラブ活動への参加の対価として支払う「参加費」（用具代等の実費は含まない）の目安
を示す。なお、参加者の保険料は、別途、自己負担していただくことを想定

●競技種目等ごとに目安を示すのではなく、各競技種目等に共通の一般的な目安を示す。

  ●現状の多様な参加費の実態等を踏まえるとともに、地方公共団体等の裁量を過度に縛らない
ようにするなどの観点から、一定の幅を持って参加費の目安を示す。

具体的な金額の水準等については、引き続き検討。



民間からの寄附等の活用①

地方公共団体における取組事例

●北海道安平町

企業と連携し、自動販売機の売上の一部を地域クラブ活動の運営団体に寄附

●新潟県佐渡市

生徒が初めて体験する種目に気軽に参加しやすくするため、市民に対して用具の提供を呼びかけ

●熊本県玉東町

練習着に企業名を掲載することにより地域クラブ活動の活動資金の一部を確保

●長崎県長与町

町内企業からの寄附（30万円）、町外企業からの企業版ふるさと納税（210万円）

●富山県

地域クラブ活動への支援・協力等に取り組む企業等を登録する制度を構築

※詳細はP27～33参照

26

想定される企業等（プロスポーツチームを含む）からの主な協力内容

①財政的支援

（例）寄附、企業版ふるさと納税、スポンサー（練習着等への企業名掲載等）、ネーミングライツ、収益還元型の自動販売機の設置など

②企業等に所属する指導者の派遣（社内制度の整備による副業促進等を含む）

③企業等の所有する施設の貸出し ④用具・物品の提供 等



民間からの寄附等の活用②

企業等からの協力を促進するための主な取組
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●地方公共団体・地域クラブと企業等を繋ぐ専門人材の配置

●都道府県レベルで協力企業等の募集・登録及び市区町村とのマッチングなどを行う仕組みの構築

  （例）富山県 「部活動・地域クラブ活動応援企業」の登録制度（P32参照）など

●企業等へのインセンティブ付与

  （例）練習着や備品・冊子等への企業名掲載、ネーミングライツ、表彰制度、公共事業等の

審査における加点、協力企業等のスポーツチームに対する公共施設の優先利用 など

●企業等による連携体制の構築

（例）「ブカツ・サポート・コンソーシアム」（P33参照） など

●国レベルでの気運醸成等

  （例）「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進に向けた産官学連携フォーラム」の開催

  （P18～19参照）、先進事例の収集・普及 など



民間からの寄附等の活用に関する取組事例①

●北海道安平町

北海道教育委員会、北海道安平町、同町のＮＰＯ法人アビースポーツクラブ、大塚製薬株式
会社が連携し、地域スポーツ環境整備に向けた飲料水の「地域貢献型自動販売機」を安平町
立早来学園（義務教育学校）に１台設置。部活動の地域クラブ活動への移行を目的とした官
民連携を支援する道教委の事業「Ｄｏ―ＳＴＡＲＴ」の一環で、売り上げの一部は部活動の
地域クラブ活動への移行に取り組む同法人に寄附。

北海道教育委員会の官民連携支援「Do-START」

地域貢献型自動販売機
出典
北海道教育庁資料
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/9/3/6/1/4/9/_/2_%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99(%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A).pdf

自治体了
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●新潟県佐渡市

出典
佐渡市地域クラブ活動だより、その他佐渡市ホームページ掲載資料
https://www.city.sado.niigata.jp/uploaded/attachment/52310.pdf

令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書
https://activitycasestudy.jp/pdf/R5/152242.pdf

初めてその種目に参加する生徒が気軽に活動しやすくする手立てとして市民に用具のリユー
スを呼び掛けるチラシを作成して配布。募集した用具は、グローブ、バット、ラケット等。 
2か月間で31の道具を収集。

自治体了
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民間からの寄附等の活用に関する取組事例②



●熊本県玉東町

出典
佐渡市地域クラブ活動だより、その他佐渡市ホームページ掲載資料
https://www.city.sado.niigata.jp/uploaded/attachment/52310.pdf

令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書
https://activitycasestudy.jp/pdf/R5/152242.pdf

教育委員会が設置した地域クラブ活動「玉東クラブ」のサッカークラブにおいて、玉東町
サッカー協会が中心となり、スポンサーを募集。練習着へ企業名を掲載することにより、ス
ポンサー料をいただき、活動資金に充当。

自治体了

30

民間からの寄附等の活用に関する取組事例③



●長崎県長与町

持続可能な地域スポーツ活動の運営基盤の支援へ向け、企業版ふるさと納税を開始。令和５
年度には、企業との連携協定を締結した。町外企業２社、町内企業１社より、地域スポーツ
活動への支援として寄附を受けた。

企業版ふるさと納税、企業からの寄附

• 町内企業 有限会社長崎井上様より300千円寄附（R5・６・７）

• 町外企業 企業版ふるさと納税（R5）

三井住友海上火災保険㈱様より2,000千円寄附

株式会社Sports&Works様より100千円の寄附

●有限会社長崎井上様からの寄附 ●企業との連携協定
出典
スポーツ庁ホームページ掲載資料
https://www.mext.go.jp/sports/content/20240207-spt_oripara-000028263_002.pdf

自治体了
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●富山県

中学生や高校生のスポーツ・文化芸術活動の
機会を確保し、生徒により良いスポーツ・文
化環境を提供することを目的として、学校の
部活動や地域クラブ活動に協力いただける企
業を「部活動・地域クラブ活動応援企業」と
して登録。

出典
富山県ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/hokenko/happyou/20250610press.html

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ 別添資料
https://www.mext.go.jp/sports/content/20250516-spt_oripara-000042507_0303.pdf

部活動応援企業PR動画

自治体了
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© 2024 ブカツ・サポート・コンソーシアム

What’s ブカツ・サポート・コンソーシアム

ブカツ・サポート・コンソーシアム（通称：ブカサポ）では、

企業・団体等が連携し、スポーツ庁・文化庁、地方公共団体が

推進する「部活動の地域連携・地域展開」の取り組みに対し、

制度設計、伴走支援、必要な人材・物資・財源の確保や運営・

管理ノウハウの提供等、それぞれの専門性を最大限に活かした

サポートを行うことにより、社会課題の解決・解消に向けて継

続的に貢献していくことを目的としています。

構成 理事企業

加盟団体 ＊2025.3月現在

スポーツデータバンク株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

日本郵政株式会社

設立

株式会社ルネサンス

ミズノ株式会社

株式会社hacomono

TOPPANホールディングス株式会社

2024年9月（法人設立手続き中） 

主な
活動
内容

• 部活動の地域連携・移行事業への参画
を検討している企業・団体や大学・研究
機関等との情報共有。

• 部活動の地域連携・展開に関する協業
検討の機会の提供。

• 地方自治体の課題や取組みに関する相
談、情報交換の機会の提供。

• その他、本コンソーシアムの目的を達成す
るために必要となる活動。

沖縄県教育委員会 ／ 山形県教育委員会 ／ 徳島県教育委員会

包括連携協定 締結先 (2025.3月現在）

企業等による連携体制の構築の例
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